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平成29年８月25日 
 
各  位 
 

香 川 県 高 松 市 鍛 冶 屋 町 ７ 番 地 1 2 

穴 吹 興 産 株 式 会 社 

代表取締役社長  穴 吹 忠 嗣 

（コード番号 ８９２８ 東証第一部） 

問い合わせ先 
 専務取締役 

管理本部長 
冨 岡  徹 也 

電 話 番 号  0 8 7 （ 8 2 2 ） 3 5 6 7 

 

 

定款一部変更に関するお知らせ 
 

 

 当社は、本日開催の取締役会において、平成 29 年９月 22 日開催予定の第 54 期定時株主総会にて、

下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 
 

記 

 

１．変更の理由 

 事業内容の多様化に対応するため、事業目的を追加するものです。 

 

 

２．定款変更の内容 

定款変更の内容は別紙のとおりであります。 

 

 

３．日程 

定款変更のための株主総会開催日  平成29年９月22日（金） 

定款変更の効力発生日       平成29年９月22日（金） 
 
 

以 上 

190104
あなぶき興産

190104
財務会計基準機構
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（別 紙） 

   （下線は変更部分） 
  

現  行  定  款 変  更  案 

  
第１条（商 号）  （条文省略） 第１条（商 号） （現行どおり） 

第２条（目 的） 第２条（目 的） 

当会社は次の事業を営むことを目的とする。 

(１)土木建築の請負、設計、施工、監理及び

コンサルティング業 

(２)宅地造成及び土地建物の売買ならびに分

譲 

(３)宅地もしくは建物の売買、交換、貸借、

代理、媒介等、宅地建物取引業の一切の

事業 

(４)土地有効利用に関する調査、設計、企画

及び立案等のコンサルティング業 

(５)不動産投資顧問業 

（新  設） 

（新  設） 

(６)投資法人の設立企画人としての業務 

(７)投資法人の資産の運用に係る業務及び投

資信託の委託会社としての業務ならびに

これらの資金調達業務 

(８)不動産証券化商品への投資業務 

(９)信託受益権販売業 

(10)建築用材料、インテリア用品、家庭用電

気製品等の物品の販売 

(11)貸ビル、ホテル、飲食店及び駐車場等の

経営ならびに管理 

(12)フィットネスクラブ及びゴルフ場の経営 

(13)建物及び建物内外の付属設備の維持管理

業 

(14)サービス付き高齢者向け住宅の運営及びコ

ンサルタント事業 

(15)有料老人ホームの運営及びコンサルタント事

業 

(16)高齢者生活支援事業及びコンサルタント事業 

(17)介護保険法に基づく介護関連事業及びコ

ンサルタント事業 

(18)労働者派遣事業 

(19)民営職業紹介事業 

(20)電気の売買及び仲介業 

(21)電気供給に関する事業 

(22)自然エネルギー等による発電事業 

（新  設） 

(23)貸金業及び融資の斡旋業 

(24)砂利採取業 

(25)損害保険代理業 

(26)生命保険の募集に関する業務 

(27)その他前事業に付帯する一切の事業 

 （現行どおり） 

(１)     （現行どおり） 

 

(２)     （現行どおり） 

 

(３)     （現行どおり） 

 

 

(４)     （現行どおり） 

 

(５)     （現行どおり） 

(６)不動産特定共同事業法に基づく事業 

(７)不動産鑑定業 

(８)     （現行どおり） 

(９)     （現行どおり） 

 

 

(10)     （現行どおり） 

(11)     （現行どおり） 

(12)     （現行どおり） 

 

(13)     （現行どおり） 

 

(14)     （現行どおり） 

(15)      （現行どおり） 

 

(16)      （現行どおり） 

 

(17)      （現行どおり） 

 

(18)      （現行どおり） 

(19)      （現行どおり） 

 

(20)      （現行どおり） 

(21)      （現行どおり） 

(22)      （現行どおり） 

(23)      （現行どおり） 

(24)      （現行どおり） 

(25)各種広告代理業 

(26)      （現行どおり） 

(27)      （現行どおり） 

(28)      （現行どおり） 

(29)      （現行どおり） 

(30)      （現行どおり） 

第３条～第47条  （条文省略） 第３条～第47条  （現行どおり） 

  
 


